
予約制

 相続対策は被相続人が生きている間で、かつ
認知症症状や意思疎通能力が低下していない状態
でなければできません。

 相続対策をしっかりとるためには時間が必要です。
 相続対策は親子共同作業です。

詳細

◇２月２１日（土）◇
【１部】１３：００～１３：４５（定員５名様）
【２部】１４：0０～随時 （３～４組様）
【参加費】 １，０００円
※親子でのご参加が理想的です

【第１部】わかりやすいミニセミナー形式

・１０個のキーワードを使って説明
・４５分ですっきり理解できる内容

【第２部】相続税対策について個別相談会

・相続税対策をご検討の方
・相続が発生したが、二次相続を含めて
そのままになっている方

ポイント

１月の相談会では30
名近くの方にご来店
いただきました。


